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開会 午前 ９時５６分

◎開会宣告

〇委員長 辻 勲君 ただいまから決算審査特別委員会を開きます。

本日の会議に欠席の報告があった委員は、北谷文夫委員です。

◎開議宣告

〇委員長 辻 勲君 これより議事に入ります。

本委員会に付託されました議案第７号 令和３年度砂川市一般会計決算の認定を求める

ことについて、議案第８号 令和３年度砂川市国民健康保険特別会計決算の認定を求める

ことについて、議案第９号 令和３年度砂川市介護保険特別会計決算の認定を求めること

について、議案第１０号 令和３年度砂川市後期高齢者医療特別会計決算の認定を求める

ことについて、議案第１１号 令和３年度砂川市下水道事業会計利益の処分及び決算の認

定を求めることについて、議案第１２号 令和３年度砂川市病院事業会計利益の処分及び

決算の認定を求めることについての６件を一括議題とします。

お諮りします。審査の方法としては、まず一般会計より行うこととし、歳出を款項ごと

に、続いて歳入の審査の順で行い、次に特別会計の歳入歳出、事業会計の収入支出を一括

審査する方法で進みたいと思います。このことにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、そのように進めてまいります。

これより議案第７号 令和３年度砂川市一般会計決算の認定を求めることについての審

査に入ります。

１３１ページ、第１款議会費、第１項議会費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、１３５ページ、第２款総務費、第１項総務管理費について質疑ありませんか。

武田真委員。

〇武田 真委員 おはようございます。それでは、何点かお伺いしたいのですけれども、

まず第１点目は１３８ページの法制事務に要する経費について伺います。顧問弁護士の委

託料なのですけれども、具体的に庁内でどのような件について相談等があったのか伺いた

いと思います。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 板垣喬博君 どのような顧問弁護士に対しての相談があったかということで

ございます。

令和３年度につきましては、面談が６件、電話での対応が４件で計１０件顧問弁護士と

の相談という対応になっております。面談の内容なのですけれども、６件とも土木課に関

することでございまして、民地を通る河川の修繕工事についてが面談２回、それから土木
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工事等に伴う補償等についてという内容で継続して４回となっています。また、電話での

対応につきましては、総務課として民法の改正に伴う土地売買契約の締結について、建築

住宅課で３件あるのですが、空き家の時効取得と空き家内部の残存物について、相続放棄

により管理不全となった建物について、最後に空き家の相続権についてということで１０

件の内容となっております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 そうしますと、相談内容のほとんどいうか、全部は民事関係ということ

で理解してよろしいでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 板垣喬博君 そのとおりでございます。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 続きまして、情報化推進費についてお伺いしたいと思います。

１５６ページですけれども、新規事業でペーパーレス会議のシステム整備委託料という

ことでタブレット等を導入したと伺っているのですけれども、具体的な経費削減の効果、

例えば紙の使用料が減したとか、そのような具体的な効果について伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 総務部審議監。

〇総務部審議監兼ＤＸ推進課長 安原雄二君 ペーパーレス会議についての削減効果とい

うことで、実は今年の４月１日から９月３０日まで、１年通したデータはまだないので、

この数か月分のデータなのですけれども、削減効果としてまずは打合せや会議の回数、全

体としては６１回、削減された紙の枚数１万８，０２８枚、１締め５００枚だと大体３６

締め、１箱に５締め入っていると大体７．２箱ぐらいの紙が削減されております。会議や

打合せに参加した延べ人数として７５９人、紙と印刷コスト、紙は当然紙代と、印刷コス

トはプリンターから印字されるので、トナー代ですとかカートリッジ代、それが１５万３，

３３４円、ペーパーレス会議を開催する前に当然ワードやエクセルやパワーポイントで作

った資料をプリンターから出して、それを並べ換える、また編さんしてホチキス留めする、

それを配付することはまだ削減コストで出していませんが、当然会議が終わった後にその

紙を職場に戻って簿冊なりファイルボックスなりつづったりする時間、あと大体出せる数

字としてはファイル保管のファイルメーターという考えがありまして、その紙の厚さ、そ

れが１万８，０２８枚だと大体１．６メーターが全体で保管コストが削減されたというこ

とが今回９月３０日の時点ですけれども、出ております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 相当量紙が削減できたということと、業務効率もかなりよくなったとい

う印象があるのですけれども、そうしますと利用者としての評価といいますか、評判とい

いますか、利用された方々、ペーパーレス会議、今後も随時たくさん利用したい、あるい

は今般の経験で何か改善する点があったのであれば伺いたいと思います。
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〇委員長 辻 勲君 総務部審議監。

〇総務部審議監兼ＤＸ推進課長 安原雄二君 当然当初今まで紙で行っていた会議をペー

パーレス会議にするということで、不慣れな部分があります。紙で会議したものを例えば

メモするときに、紙に鉛筆で記入する、あとブラウザー機能というか、表示するには紙に

かなうものはありません。そういったことも当然踏まえていろいろな説明会を開いて、や

っと最近慣れてきたことがあります。生の声といいますか、会議を開催する側と受ける側

それぞれの意見がございます。１点目として、特に若年層の方が当然今までは資料を作っ

て、印刷して、ホチキス留めして配ることの作業があったのですが、その作業が一遍に全

部なくなったという、そういったところはペーパーレス会議。あと、改善点としてペーパ

ーレス会議の機能として画面上にペンでメモすることはできるのですけれども、なかなか

この辺も慣れてこなかった。その機能の中に共同でメモをできる機能とか、一人のメモで

はなくて、自分が書いたメモがほかの隣の端末でもできる機能が発見されましたので、そ

ういったことも広めていってメモの取りづらさの解消に努めていきたいということが改善

された部分１点として挙げられます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 何点かあります。

まずは１３８ページなのですけれども、職員研修に要する経費で当初予算講師謝礼６６

万円があったのですが、皆減になっていますけれども、その辺の理由をまずお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 板垣喬博君 職員研修に要する経費、講師謝礼ということで当初予算で６６

万円計上させていただいておりました。この内訳といたしましては、１つはメンタルヘル

スの関係であったり、管理監督者を対象とした集合研修、外部講師を招いてということで

１０万円の予算を計上しておりました。また、人事評価に関わる研修ということで年２回

を想定しながら２６万円計上させていただいていたところであります。３つ目に、政策立

案研修ということで３０万円、これにつきましては公益財団法人の北海道市町村振興協会

の研修支援金を補助としていただいた中で全額補助でございましたので、想定をしていた

ところであります。結果としましては、どの講習につきましても大人数を想定しての研修

だということで、コロナ禍に配慮した中で全ての研修については中止をして小規模な研修

を実施したということでありますので、外部講師を招いての大規模研修については中止を

したということでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 残念ながらコロナでできなかったということなのですね。

それで次に、職員研修いろいろやられているのですけれども、事務報告書にある特に接

遇研修、これ中空知の広域市町村圏で行われているようです。それから、若手仕事心得研

修、この辺の内容を教えてください。



－7－

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 板垣喬博君 中空知広域圏で実施しております若手心得研修、それから接遇

研修、こちらにつきましてはここ数年毎年度実施をされている研修でございまして、接遇

研修につきましては広域圏内の新規採用職員を対象とした研修になっておりまして、こち

らについては窓口での対応の部分、あるいは名刺交換、電話対応といった接遇に関わる部

分について新人採用職員を対象とした研修で、砂川市においても採用された職員全員が参

加をしているということであります。また、若手心得研修につきましては、採用後３年か

ら５年ぐらいまでの若手を対象にもう一度、慣れてきたという時期に公務員としての心得

という部分について外部講師を招いて、こちらについては砂川市からも対象になる方々に

周知をした中で希望者を募って参加をさせているという状況になっています。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 両方とも若手で、窓口の対応とかもあるようなので、そもそも窓口の職

員、公務員全体でもいいのですけれども、あまりこういう研修で笑顔を出すなとかという

ことはあるのですか。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 板垣喬博君 笑顔を出すなという指導は講師からされているとは記憶はして

おりません。逆に誤解を招く薄笑いのような、そういう対応ではなくて、心の底から明る

く出迎えるという部分での笑顔という部分については当然笑顔で対応すべきものと考えて

おります。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 別に笑顔を公務員が出しても構わないということですよね。何を言いた

いかというと、窓口なのですけれども、なかなかまだ気がついてくれないし、あまり笑顔

がないので、マスクしているでしょう、今。ですから、笑顔はすごく表現しづらいのだろ

うと思うのです。もしかしたら本人は笑顔をつくっているつもりなのか分からないけれど

も、なかなか伝わりづらい今の状況なのかもしれないのですが、実体験なのですけれども、

窓口へ行って３回声を出しましたが、気がついてもらえないのです。それで、こちらもマ

スクをしているから聞こえづらいかと思って少し張るのですけれども、声を。でも、若手

職員がいるのですよ、そこに。前にも言っているし、多比良委員も挨拶運動みたいな話も

しているのだけれども、なかなか変わらないものなのかと思っているのですが、この辺は

この研修だけではなかなか難しいということになるのでしょうか。それとも、たまたま私

がそうだったということなのか、その辺はどんな話がされているのか、されたのか、お伺

いします。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 板垣喬博君 接遇の部分であったり、窓口対応、こういった部分につきまし

ては接客する上での基本になる部分でありますし、特に窓口については市役所の顔という
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部分でありますので、いかに来客される方にいい印象を持っていただくのかというのは大

事な部分だと思っておりますので、この点につきましては中空知広域圏の接遇研修、ある

いは若手心得研修のみならず、内部研修といったものを各職位ごとに実は毎年行っており

まして、事務報告でも報告させていただいておりますけれども、採用時の事前研修、それ

から採用１年目の職員、それから採用２年目の職員、そして初級、中級、上級というよう

に、それぞれの職位に応じて研修を実施しております。その中では接遇のみならずなので

すけれども、地方自治法であったり、地方公務員法であったりということで、公務員の根

本に関わる部分であったり、あるいは接遇の部分については研修項目の中に入れておりま

すので、その辺もう少し内容の部分についても接遇の部分にウエートを置くなど、今後の

研修の在り方といった部分については検討を加えていく中でしっかりとした、これは若年

層に限らずなのですけれども、庁舎全体で接遇の向上を図っていきたいと考えているとこ

ろであります。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 課長は、まだ今足りないという、現実として思っていらっしゃるのかど

うかお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 板垣喬博君 私どもとしましては研修項目にのっとってしっかりと研修につ

いては実施をしてきておりますので、足りないという認識はないのですけれども、実際の

ところ今委員さんおっしゃるとおり、接遇の部分で物足りない部分があったりですとか、

あるいは私総務課におりますので、当然職員の対応に対する苦情を受ける場面もございま

す。そういった部分につきましてはその都度原課と話をして、そういった対応のないよう

にということで指導はさせていただいているのですけれども、そういった実態があるとい

うことからいけば、まだまだ市民の皆さんが望む接遇の状態には達していない部分がある

のだろうとも考えますので、その辺については真摯に受け止めて、しっかり反省した中で

対応について検討していきたいと思っています。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 しつこいようですが、私が今言った以外にもあるということですね。そ

ういう同じようなお話があるのかどうか確認させてください。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 板垣喬博君 これにつきましても、私総務課にいて、職員係からずっと今９

年ぐらい総務課にいるのですけれども、そういった対応についてはほとんど対応してきて

いるということからいけば、毎年何件か市民の皆様から職員の対応の部分については指摘

があるというのはございます。しょっちゅうあるということではなくて、年に数件あるか

ないかというところでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。
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〇小黒 弘委員 私も含めてなのですけれども、役所は緊張するのですよ、実は。皆さん

は役所の内側にいるから分からないかも分からないのだけれども、皆さん言うのは役所へ

行くのは緊張するのです。それで、分からないことを聞いたり、間違っていると嫌だとか

と、何となくそういうことは最初から思っているのです。どきどきしながら行くわけです。

それで、すっと向こうから声をかけられたらふっと安心して行けるのですけれども、下を

向かれていたり、黙っていられたり、なかなかこちら側から声を出すのは普通の場合難し

いです。慣れている人は文句を言いに行く人もいるのだろうとは思うのですけれども、一

般的にはそういう感じだと思うのです。今までこの３年の、例えば講師の謝礼なんかも思

い切って、例えば民間の人で接遇に関してのプロはテレビなんかでもやっているではない

ですか。ああいう人を呼んでみたり、あるいは民間の企業に、中空知広域圏ではなくて民

間の企業に少しの間行ってみたりとかという、せっかくだから今までと変わったことをさ

れたらどうかと思うのですけれども、その辺の考え方というのはどうなのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 板垣喬博君 過去に職員全体を対象とした接遇研修、１５０人ほど受けてい

る実態があるのですけれども、そのときも実は民間の外部講師、接遇研修を専門としてい

る、そういった業者さんにお願いをして講師を派遣してもらっているという例もございま

すので、そういう部分では接遇研修の部分については内部研修だけではなくて、そういっ

た専門的な知識を持った民間の外部講師といったものを選択して、実施する際には依頼を

していきたいとは考えております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 砂川市役所に電話をすると、朝の間は必ず交換の人がおはようございま

す。砂川市役所ですと言ってくれるのです。これはずっと変わらないのです。このおはよ

うございますの一言があるだけで何となくほっとします。ですから、例えば窓口でもおは

ようございます。何かご用ですかともし言ってくれれば、昼だったらこんにちは。すごく

いいと思うのです。ぜひともせっかく新庁舎になって窓口も明るくなったし、よくなった

りとなっていってほしいと思います。

続いては、１３８ページのふるさと納税なのですけれども、令和３年度の特色的な部分

というか、まず多分５億７，０００万円ぐらいで前よりは増えたということにはなってい

るのだろうと思うのですけれども、どうなのでしょうか、高額の部分がうちのまちは多か

ったのかどうなのか、その辺まずお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 総務課副審議監。

〇総務課副審議監 齊藤史憲君 令和３年度のふるさと納税に関してなのですけれども、

まず件数で大体１万２，０００件ほどの寄附をいただいております。令和２年度に比べま

して２，０００件強ほど件数としては増えております。１件当たりの単価なのですけれど

も、令和２年度はおよそ５万円ほどだったのですけれども、令和３年度はその単価が下が
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っておりまして、約４万３，０００円程度となっております。これは、低額といいますか、

寄附額が低くて特産品をお渡ししているもの、そういったものの特産品を増やしたことの

結果によるものであります。ただ、高額の寄附も減少しているわけではなくて、低額の寄

附が増えたことによる１件当たりの単価の低下になっております。

それから、令和３年につきましては委託も開始しておりますので、委託業者との連絡も

密に取りながら特産品の新規の開発に努めているところであります。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 この時期になると、令和３年度分のふるさと納税のなんてよくマスコミ

や何かで取り上げられているわけです。砂川の場合のふるさと納税は、先ほども言ったと

おりで４万円、５万円と一人単価ですよね。単価というか、一人の納税の分。これは相当

高い部分なのだろうと思うのです。それは、いい革製品があったりとかということだと思

うのですけれども、最近の傾向、なかなか経済情勢厳しい中で、あまり一遍に５万円とか、

１０万円とか、何十万円とかというふるさと納税は難しいのだろうということだと思うの

ですけれども、新聞の一覧なんかを見ると秩父別町は７億円を超すのです。秩父別町のふ

るさと納税の中身を見ていくと、みんな１万円から１万５，０００円ぐらいまでの、それ

で７億円集めるといったら大変なことだとは思うのですけれども、しかもどんな返礼品か

というと、ほとんどお米なのです。それで７億円集めるというのはすごいと思うのですけ

れども、砂川の場合は低い単価のものというのはどんなものがあるのかと。今まで革製品

で約７割ぐらいですか、というのは今までよく聞いてきた話なのですけれども、どうもこ

の経済状況からいうと、高いものは高いものでそのままいってもらえれば一番いいのです

けれども、もう少しふるさと納税を頑張ってもらうには低単価で魅力的なものをという考

え方が必要だと思うのです。令和３年度の傾向と併せてでいいので、どんなふうだったの

でしょうか、お伺いします。

〇委員長 辻 勲君 総務課副審議監。

〇総務課副審議監 齊藤史憲君 単価が低い特産品ということなのですけれども、私ども

令和３年度につきましては若干１万円以下で特産品をお渡しできるものを増やしたりはし

ております。具体的には玄米ですとか、お米も数点ほど加えております。ただ、寄附額に

対する特産品の割合が以前は５割だったものが３割以下という総務省の基準がございます

ので、そこに見合うように特産品を選定しておりますので、そんなに特産品の数としては

多くないのですけれども、順次今後も増やしていきたいという考えは持って日々事業者と

の交渉も進めているところであります。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 今順次特産品を増やしていくと、低価格帯というか、１万円、１万５，

０００円ぐらいの感じだと思うのですけれども、今までもかなり探してきていると思うの

です。今後どんな可能性がありそうなのですか。これから探していくというのはいいので
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すけれども、例えばどんな傾向で、どんなふうに考えるのか教えてもらえますか。

〇委員長 辻 勲君 総務課副審議監。

〇総務課副審議監 齊藤史憲君 例えばお米でお話をさせていただきますと、米にも様々

な種類がございます。例えばゆめぴりかであったり、ななつぼしであったり、それからキ

ロ数の、１０キロのものがメインとして出しているのですけれども、５キロであったり、

それ以下のものであったり、そういった寄附者側から見れば控除額上限までを寄附しよう

とする方が年末には多くいらっしゃいます。そういう方に向けて、残りあと幾ら寄附でき

るのだという考えを持つ方が結構いらっしゃると思いますので、そこに向けて１万円以下

の特産品ですとか、そういうものを事業者と協議をしながら進めていこうという考えでご

ざいます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 これは民間委託をしていましたよね、令和３年度。その民間委託の方々

が我がまちの現状というか、例えばお米ならお米に関していっても、秩父別あたりだと相

当特色を持ったお米の出し方というか、しているのです。砂川の場合そういうことがお米

に関して可能なのかどうなのか。多分農協に頼んで、農協なのですか、ホクレンなのです

か、各農家で特色あるお米を作っているなんていうところに関しては全然やられていない

のだろうと思うのですけれども、その辺の現状、３年のことでいいのですけれども、どう

だったのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 総務課副審議監。

〇総務課副審議監 齊藤史憲君 お米についての現状を申し上げますと、確かにほかの市

町と比べますと寄附額に対するお米の返礼品のキロ数、割合とかを見てみますと、砂川は

寄附額が高いということはあろうかと思います。ただ、事業者に対して価格に関して値下

げ交渉的なことは一切しておりません。ホクレンさんとは随時事あるごとにお話をしてい

るのですけれども、他市でかなり低いものを出しているというのは難しいというお話はい

ただいております。ホクレンさん以外からもお米は出しているのですけれども、価格的に

は現状の寄附額で寄附額に対して３割の割合ということで、なかなか価格については下げ

ることは難しいのが現状であります。

それから、委託業者なのですけれども、今はまだ市外に事務所を置いているのですけれ

ども、今年３月に長崎から担当者が参りまして全事業所を回っております。全事業所の状

況を確認するとともに、ふるさと納税の砂川の考え方もお伝えしております。まだ委託を

して４か月なのですけれども、目新しい成果というのは確かに見えていないのかもしれな

いですけれども、今後に向けては様々な取組を始めているところであります。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 委託をしたのは、ただ事務的なものを楽にするためだけだったはずでは

ないと思うのです。それも一つの目的ではあるかもしれないのだけれども、それだったら
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わざわざ遠くの業者さんではなくてもよかったわけで、新規開発なり新しい返礼品をしっ

かり開発してもらうための相手方の業者さんだっただろうと。どこでしたか、この方。九

州。九州からわざわざ企業の方に頼んでいるわけですから、それなりの事業効果は私は求

めたいし、そうなってほしいし、そうなることによってふるさと納税の額も増えるという

ことになると思うので、令和３年度に関してはそれ以上言うわけにもいかないので、次年

度に期待をしていきたいと思います。

続いて、１４０ページの広報業務なのですけれども、広報すながわのことをお伺いする

のですが、最近ホームページや何かを見ると、カラー版で全部見られます。カラーですよ

ねと思うのです。大分最近広報すながわも見られていないのではないかと、これは１件１

件もちろん聞いたわけでもないですし、何かもうそろそろ考えないといけないのではない

のかとは思っているのですけれども、例えば令和３年度で作っている側も広報の全面カラ

ー版と実際配られる白黒版とを比べたら、多分私が作っているとしたら何とかカラー版を

お届けしたいなとは私は思うだろうと思っているわけですけれども、内部で令和３年度あ

たり編集いろいろなことをやっていく中で、そういう話は出ているのか、出ていないのか、

お伺いします。

〇委員長 辻 勲君 市長公室課長。

〇市長公室課長 小島武史君 広報につきましては、年２４回発行いたしまして、基本白

黒の紙面でありまして、砂川を紹介する写真とか新年のときには一部カラーのページも使

って広報を作成、配布しております。紙面につきましては、広報の担当を挙げて市内の取

材をして、なるべく市民の活動している姿、そういったものを取り上げたり、お知らせし

たいものを特集を組んで記事を作成するなど情報発信に努めております。広報の配布につ

きましては、全体的に広報を見ていないのではないかというご指摘もありましたけれども、

見られる紙面に努めております。デジタルの時代もありますから、今後ホームページと連

動しながら作成し、白黒、カラー、配布体制などいろいろありますので、そういったもの

全体も含めて広報の在り方については検討を日々行っているところでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 正直言うと、今までの答弁は面白くないでしょう。私は大事な大事なと

ころをある程度絞り込んで今話しているのですけれども、当たり前の、内部で要するにカ

ラーにしようとする、せっかく作っているのだからカラーのほうがいいよねと。だけれど

も、カラーにしたらお金がかかるのは分かるのです。だったらそれを、今は月に２回やっ

ているのをどうしようと考えるとか、だけれどもタイムリーにはならなくなるけれども、

せっかくならカラーにして見やすいようにと……これ最近の国保の現状というのを持って

きたのですけれども、グラフや何かでもすごく見やすいです。これ白黒で皆さんは見るわ

けですよね、一般的には。これは今年の１０月１日号なのですけれども、すごくもったい

ないと思って今います。作っている側、職員の中、あるいは職員全体の中でそういう議論
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は起こっていないのだろうかというのを聞きたいのです。令和３年度でも確実に作ってき

たわけですから、その中で何とかもっと見やすい、みんなに読んでもらえる、情報もはっ

きりと伝わる、そういうものを作りたいねと。作りたいのだけれども、こういう問題点が

あるよねという話がされたのかどうかを聞いています。

〇委員長 辻 勲君 市長公室課長。

〇市長公室課長 小島武史君 広報の紙面につきましては、作成ごとにその都度議論はし

ております。今ある現状の中でホームページと連動し、ホームページはカラーで載せてい

ますし、そのほかにも広報の読み上げシステム、カタログポケットなどでもカラーで見る

ことができますし、広報に載せ切れなかった写真などを選んで載せるようにして、市民の

皆さんが頑張っている姿をなるべく取り上げるよう努力しております。

〇委員長 辻 勲君 総務部長。

〇総務部長 井上 守君 広報をカラー版にするというのは過去から、私も広報広聴課に

いましたけれども、その前の財政課からずっといる中で、平成の頭からずっとカラー化に

ついては議論がされてきておりまして、過去的には広報紙は３回出ていました。それを２

回にする中で広報紙を一部カラー化にするということで、専門用語は分かりませんけれど

も、くるみというのですか、表の表紙をカラーにすると、その裏側もカラーになりますの

で、そのくるみをカラーにする、それからあるいは特別な記事、先ほど国保の現状、小黒

さんご指摘がありましたけれども、そういった部分について一部カラーにするという、中

を抜き取れるということも考えながらやっているところであります。今課長が説明しまし

たけれども、日々カラー化については議論をしておりまして、広報の視聴率というのです

か、購読率というのはパーセンテージではすごく低いのですけれども、今ラインを通じな

がら広報も見ていただく形で、インターネットを使えばカラー化になりますよと。ただ、

そういう形の機会のないご高齢の方については今までどおりな広報をしなければならない

と。

それで、回数のこともご指摘いただきまして、今２回を１回にすればいいのではないか

ということもいただきました。大変うれしいといいますか、これを機会にということもあ

るのですけれども、２回を１回にすることによって、お知らせをしていきたいという団体

も市内に、ボランティア団体ですとか、活動団体たくさんおられまして、どうしても広報

を発行するに当たっては中１か月ほどかかってしまうのです。校正をかけながら、印刷も

かけながらと。そうすると、タイムリーな情報がすぐに出ないということもありまして、

そこの部分については２回今発行をしていると。こういった部分も広報の内容を改めなが

ら、周知の部分についてはホームページですとか、ラインを使うだとか、そういったもの

に切替えながら、紙面を充実するという部分についてカラー化がどこまでできるのか。費

用については１，２００万円ほどかかっていますけれども、印刷費は５００万円で、４０

０万円は広報の謝礼というのですか、広報員の報償費を払っておりまして、これも砂川独
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自のシステムで、市民の方に安否確認をしていただきながらやってきたものも壊せないと

いうか、なくせないでしょうし、そういったもので全体の経費を見ながらやるというのが

大変悩ましいところでありますけれども、ここにきて物価が非常に上がっておりまして、

各印刷業界からもこの経費ではやっていけないと言われているのも事実でございますので、

２回を１．５回にするということはできませんから、近い将来１回になってくるのだろう

と思いますけれども、そういったものについては全体の経費を見ながら検討していかなけ

ればならない問題だと現場も考えておりますし、常々検討はしているところであります。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 今のことについてはこれ以上しようがないですね。

続いて、１４４ページの庁舎維持管理の関係でお伺いするのですけれども、光熱水費が

当初予算では２，１００万円ちょっとあったのです。これは、新庁舎ができてエアコンも

入れるし、そんな意味で前と比べると結構高くなってくるのだろうというのはある程度予

想していたのですけれども、ところが決算では１，２００万円、ほぼ半分で光熱水費が済

んでいるという状態で、その辺の理由はどうだったのかをお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 板垣喬博君 光熱水費につきまして、当初予算２，１０５万６，０００円と

いうことで計上させていただいておりましたが、こちらにつきましては空調もそうなので

すけれども、暖房も含めて新庁舎につきましては地中熱を活用しながら全て電力で稼働す

るという仕組みに変わっております。旧庁舎につきましては化石燃料のＡ重油で稼働して

おりましたけれども、その辺が大きく新庁舎になって変わった部分と。実際のところ決算

額が１，２０１万４３８円という数字、約半分になったというところなのですけれども、

この理由といたしましては、当初予算につきましては設計した段階の試算によって、初め

てですので、算出をしていたということでございます。令和３年度１年間運用してみて、

いかに効率的な運転となるようにということで、実は設計工事業者のアドバイスをその時

々いただきながら、毎日その日の適正な運転となるように細かく設定変更を行って経費節

減に努めた結果だというところでございます。

それで、光熱水費全体でいけば昨年までと比較しまして決算額の合計でいきますと５５

２万４，６９０円ぐらいの増加になっているのですけれども、先ほど言ったように旧庁舎

はＡ重油でしたけれども、新庁舎は電力ということで、燃料費の決算も見ていただければ

お分かりになるかと思いますけれども、逆に重油を使わなくなった分燃料費は昨年との比

較でいきますと４５７万円ほどの減となっておりますので、光熱水費が全体で５９０万円

ぐらい上がっていますけれども、差引きすると光熱水費、燃料費合わせて９５万円ぐらい

の増で抑えられているということで、率でいけば全体で８％ぐらいの増になるのですけれ

ども、床面積を比較しますと旧庁舎は５，０００平米ちょっと、新庁舎は５，９００平米

で、面積でいきますと１８％の増になっておりますので、そういう面でいきますと光熱水
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費と燃料費、８％増で抑えることができたということで、一定程度効率的な運用ができた

ものと考えております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 令和３年度はどうだったか忘れてしまっているのですけれども、令和４

年の、今年です。議会や何かで来ても非常に快適だったし、こんな快適な空間で職員の皆

さんも仕事ができるということなので、きっとこれからも仕事がはかどるかと思うのです

けれども、こういう状況は今後も続けていかれそうということでよろしいですか。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 板垣喬博君 先ほどお話をしたとおり、光熱水費だけの部分でいきますと、

令和３年につきましては庁舎建設推進課がございまして、各部屋をチェックしながら、い

かに効率的に光熱水費を使用していくのが一番いいのだろうかということを実は毎日やっ

ていただいておりました。庁舎建設推進課が廃止となりまして、今総務課の庶務係に業務

を移管しているのですけれども、実はそこまで細かく設定業務に従事できるかというと、

なかなか難しい部分もありますけれども、この辺につきましてはできる限り昨年と同様の

運用で効率的な光熱水費の使用状況という状態をつくれるように日々努力はしていきたい

と考えております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 続いて、１４８ページなのですけれども、移住定住に関して当初予算２

９０万円だったところが決算は１１８万円、これも随分少なかったのですけれども、この

辺の要因をお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 政策調整課長。

〇政策調整課長 玉川晴久君 移住定住に関する経費の費用が少なかったという件に関し

てなのですが、まず大きなものが住宅を買い取りまして、民間から２棟、市立病院の１棟

を借りて３棟分の予算を計上しております。実際は民間から１棟借りている状況、そして

あと病院の分も使っております。病院の分につきましては月３万円で、利用したときだけ

借り上げ料が発生する感じになりまして、実際３年度につきましては利用がなかったとい

うところでその部分が丸ままかかっていないというところと、あと民間の、現在１棟なの

ですけれども、募集はかけておりますが、１棟応募がなかった、またその分の契約がなか

ったということで１棟分、１棟分にして６０万円になるのですけれども、その分が大きく

減ったのがまず原因です。あとは東京に行くフェアですとか、そういう関係が中止になり

まして、経費としてはかかっておりません。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 つまり利用がなかったということなのですよね。お試し暮らしの報告書

を見ても１年間で２組４名しか利用がなかったということのようなのですけれども、この

辺の理由は何だったのでしょうか。
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〇委員長 辻 勲君 政策調整課長。

〇政策調整課長 玉川晴久君 まず、理由としましてはコロナ禍ということで、通常でし

たら３月に申込みを開始するのですけれども、その時点で令和３年度につきましては緊急

事態宣言とかございましたので、申込者も制限をしまして、実際３件しかまず今年度につ

いては来ていません。そして、実際例年の年でしたら２０件程度来て、その中で選択しま

して利用していただいているのですが、３年度につきましてはそういう状況でした。その

後も東京近郊のコロナの蔓延がありまして利用者がなかなか申し込む状況になかったとい

うところでありますけれども、全体としては９件ですか、申込みを受けた形になるのです

けれども、申込みはしたのですけれども、時期がちょうど悪い時期ということでキャンセ

ルをされるという結果になりまして、実際２件４人ですか、の利用にとどまったところで

ございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 お試し暮らしの住宅を見ると、私の家を貸しているというような、同じ

感じ。もう少し古いかなというところが大体お試し暮らしの対象の家屋になっているので

す。これは今後もそうやっていくのかと思うのですけれども、なかなか本州から来た人た

ちがここにお試しでもいいから泊まってみようという感覚になるのかと実は思うのです。

全くここに住むつもりはなくて、道内の旅行の一つの起点としてここでまず住んでみて、

そこからどこかへ動くから、どんな状態の家でも構わないという人もいるかもしれないの

ですけれども、少なくとももう少しおしゃれな何かとか、お試しならばです。という魅力

は必要なのではないかと思うのですが、これからもこういう状態が続いていくのでしょう

かというのを最後に質問したいと思います。

〇委員長 辻 勲君 政策調整課長。

〇政策調整課長 玉川晴久君 お試し暮らしの住宅につきましては、お試し住宅が開始し

たのが平成２１年ですか、そのときから病院の旧医師住宅の空き家２棟、吉野にある空き

家を使って運用してきました。そのときから当然その時点で病院で使っていない、かなり

の年数空き家になっていたというところでなかなか状況としては悪いといいますか、そう

いう状況ではありました。そこに一応手を加えまして、人が住める状況といいますか、私

たちも実際何日間か住んでみて、これは使えるという確認をしながらまずは使い始めたと

いうところがございます。それで、その後今は民間の住宅も借りているというところで、

実際平成３０年でしたか、民間住宅１棟を使っていた分がたまたま移住体験した人が気に

入りまして、そのまま購入されたという経過がございます。実際その家につきましてはそ

んなに新しい家ではなかったのですが、当然住んでいてそれなりに住みやすかったという

ところもあって購入につながったのかと思っております。そういう状況もありますので、

ある程度こちらとしても程度のいい住宅を例えば民間から募集して使わせていただく、そ

して使わせていただいた住宅が気に入ってもらって、そのまま購入していただくというと
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ころにつながればいいというところでは考えて今までもやってきておりますので、すぐに

は結果が出ないと思いますけれども、続ける以上はそういうところも頭に置きながら実施

していきたいと思っております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 分かりました。お試しハウスというのは、要するに空き家対策というこ

となのですね。程度のいい空き家があったらそこを借りてお試し暮らしの家にして、そこ

が気に入って買ってくれたら一番いいという対策だということでいいのですね。お答えが

そういう話だったので。私は、せっかくならこの砂川で一月でもいい、二月でもいいから

ちょっとした魅力のある家に住んでもらって、ここで暮らしたいなというのが本来の目的

なのかと思っていたのですけれども、そうではなくということでいいということかどうか

を確認を最後にさせてください。

〇委員長 辻 勲君 政策調整課長。

〇政策調整課長 玉川晴久君 先ほど説明いたしましたが、移住事業につきましては空き

家対策ではなくて、基本的には砂川に体験していただいて、まちを気に入ってもらって、

今後住んでみようかということを感じていただけるために使っていただく事業がお試し事

業であります。その結果としてそういうケースもありますので、そうなると実際にお試し

暮らしをした結果が移住という形でつながるということにもなりますので、そういった意

味で住宅も探していきたいという考えでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 本当の目的を忘れてはいけないと思うのです。たまたま１件いい具合に

売れたからといって、そこが大きくなってしまっては本来の目的を見失うだろうと思うも

のですから、もう少し全てについて、今全部私が質問してきたものについてそれぞれが見

直しをする時期なのではないのかと私は思っているのです、今。例えばお金をかけてもい

いから少しおしゃれなモデルハウスっぽいものを造って、そこをお試し暮らしの家として

もいいではないですかという気持ちで今聞いているのですけれども、なかなかそうはなら

ないとは思っているので、もうこれ以上は聞きません。

総務管理費の最後ですけれども、出会い創出の６０万７，０００円が全く令和３年度は

ゼロだったのですけれども、ここに関しては、これもそろそろ、民間の方々に頑張っても

らいつつやってきたのだけれども、限界と考えてもいいのかどうか、まだこれからも続け

ていこうとされるのかも含めてお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 政策調整課長。

〇政策調整課長 玉川晴久君 出会い創出支援につきましては、こちらは平成２７年から

事業を実施しております。総合戦略に基づいて事業に取り組んだところでありまして、民

間の団体の方で協議会ですか、というのも集まっていただきまして、その中でいろいろ各

団体にイベント等を通じて婚活事業ですか、そういうのができないかというところで事業
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が進んできております。こちらについてもコロナ禍になりまして、令和元年度からですか、

事業ができておりません。元年度につきましては年度末に事業を計画はされていたのです

けれども、コロナが広がりまして急遽できなくなったという状況が続いています。その後

も状況が変わらない中、会議ですとかも開催しないまま現在に至っているわけなのですけ

れども、その間市としましてもほかにどんなことができるかと考えまして調べてみますと、

リモートで婚活をしている状況ですとか、そういうのをいろいろ調査はしております。た

だ、リモートでそういう婚活をやっているのですけれども、実際デメリット、メリット等

もある中、なかなか成功していない事例とかも目にはしているのですけれども、何とか違

う形で実施できないかということは常日頃考えているところではあります。

事業の継続につきましては、今第２次総合戦略を立てている中で、令和３年度から令和

７年度まで５年の中でもこの支援事業についてはうたっておりますので、今急にやめると

いう形にはなりませんけれども、まずは総合戦略の目標もありますので、令和７年度まで

は事業を何とか、目標も立てておりますので、その目標達成のために業務をしてまいりた

いと考えているところでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 分かりました。私は最初の質疑のときにそろそろ見直したらという話も

してしまったのですけれども、ゼロだったから、今回が。でも、今の答弁を聞いてゼロの

要因はコロナが大きかったと、これはよく理解ができるので、私の今の話し方は訂正した

いと思います。これからもいい出会いをするためにいろいろ頑張っていただきたいと思い

ます。

では、終わります。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、１６３ページ、第２項徴税費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、１６５ページ、第３項戸籍住民基本台帳費について質疑ありませんか。

〔何事か呼ぶ者あり〕

武田真委員の質疑は休憩後に行います。

１０分間休憩します。

休憩 午前１０時５８分

再開 午前１１時０５分

〇委員長 辻 勲君 委員会を再開いたします。

第３項戸籍住民基本台帳費についてです。

武田真委員。

〇武田 真委員 １６６ページ、戸籍住民基本台帳費について伺いますけれども、昨年度
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新規で導入しましたキャッシュレス決済の利用状況について伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 窓口でのキャッシュレス決済でございますが、令和３年９

月からスタートいたしまして令和４年３月までの実績でございますが、キャッシュレス利

用件数５６９件、金額で３０万５１０円という利用状況でございます。現金でお支払いい

ただいたものとの比較、内訳でありますが、全体の件数では４．８８％、それから金額ベ

ースでいいますと６．３５％がキャッシュレス決済をご利用いただいたという状況でござ

います。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 手数料を見ていきますと、当初より半分ぐらいですか、ということで恐

らく予想よりは少なかったのかと思うのですけれども、その辺の要因といいますか、原因

についてどのように分析されているか伺います。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 予想よりも低かったというところでございますけれども、

これはあくまで利用者の皆様の選択というところになってまいります。広報、それからホ

ームページなどでもキャッシュレス決済を開始しているということをお知らせしたり、窓

口でも利用できるカードや電子決済のブランドなどについて表示をしまして、ご利用者の

選択ということでやっておりますから、その点についてはあくまで窓口に来られた方のお

支払い方法の選択の一環であったと思います。見込みがなかなか難しいところでというと

ころで開きはあったのかと考えております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 恐らく窓口を利用される方は高齢者が多いという感じもして、なかなか

キャッシュレスについて認識は低いのかという気がするのですが、その辺例えば年齢層に

よって利用実態が異なるとか、その辺の要因とか、何か細かく分析しているものがあれば

伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 ご利用いただいた年齢層等の分析は細かいところは行って

おりませんが、窓口で見ている限りは通常電子マネー等をご利用に慣れている若い方のご

利用が多いと感じているところでございます。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 最後に、キャッシュレスを導入したことによって何か利用者の方の利便

性が向上したとか、利用者から何か感想があったとか、そういうのがあれば伺いたいと思

います。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 ご利用される方からは、市役所の窓口で利用できるという
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ことに一つ驚きと、それから非常に利便性が高い。できれば電子マネー等でいろいろなも

の、お買い物であるとか、決済をされる年代であればそちらのほうが非常にありがたいと

いうところ、それからまた非接触型ということになりますので、コロナ対策の一環にもな

っていたのかと感じているところでございます。

〇委員長 辻 勲君 中道博武委員。

〇中道博武委員 気になることがあるので、教えていただきたいと思いますけれども、個

人番号のカード交付についてお聞きしたいと思いますが、予算から見ると大分増えており

ますけれども、それぞれいろいろな形で、あの手この手で交付対象者を募って頑張ってお

られると思われるのですけれども、現在何％ぐらいの交付率なのかを教えていただきたい。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 マイナンバーカードの交付状況、実績というところでござ

います。

まず、令和４年３月末の時点、令和３年度末でございますが、この時点で砂川市の交付

率は４４．４％でございました。ちなみに、令和４年８月末の段階でございますが、こち

らでは交付率が５０．７％という形になっているところでございます。

〇委員長 辻 勲君 中道博武委員。

〇中道博武委員 ありがとうございます。相当頑張っておられると思うのですけれども、

最終的に砂川市としてはどのぐらいのパーセントまで目標を持っておられるのか、その辺

お伺いしたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 国ではほぼ全ての方がマイナンバーカードをお持ちいただ

くということで進めております。砂川市においても国の目標同様、なるべくたくさんの方

にお持ちいただく、全ての方にお持ちいただくというのが目標になります。ただ、ご本人

の意思が示せない高齢者の方、入院されている方などは応答いただくことができませんの

で、１００％となることはないのかとは思いますけれども、国が言っているとおり、ほぼ

全ての方にお持ちいただくというのが当市の目標になるかと思います。

〇委員長 辻 勲君 中道博武委員。

〇中道博武委員 分かりました。

自分が代表してやっている団体にも勧めようかと思っていたのですけれども、内容を聞

いてみますとカードを作ることによって悪用される、あるいは自分の財産等々が全てあか

らさまになってしまう、そういうことが心配でカードは作らないとほとんどの方が言うの

ですけれども、その辺の方々に対しては、作る気はないのだから、それは仕方がないと、

今言われた形で対象にしませんという考え方になるのか、さらにはそれをきちんと説明し

た上で問題はないのですと、ですから作っておくと将来的には、あるいは物によっては便

利なカードになりますという説明をしながら交付する機会を増やすという考えはお持ちな
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のかどうか、その辺をお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 マイナンバーカード促進に当たりましては、今委員おっし

ゃったとおり誤解というところの情報が一部広まっているのかと思います。国などでも例

えば財産が全て分かってしまうだとか、そのようなことはありませんということで広報な

ども当然行われておりまして、私どももお問合せなどがあればしっかりと正しい情報をお

伝えするということで努めているところでございます。マイナンバーカード普及促進の中

で出張申請なども行っておりますが、その前段説明会をさせていただくこともありまして、

そういう場面でもお問合せ、ご質問があればきちんと正確な情報をお伝えするということ

でやっているところでございます。今後も促進に当たってはその利便性であるだとか、持

つメリットなどもしっかりと周知しながら取り組んでまいりたいと考えているところでご

ざいます。

〇委員長 辻 勲君 中道博武委員、一般質問になってきておりますので。大丈夫です

か。ならないようにして。

〇中道博武委員 これで終わります。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、１６７ページ、第４項選挙費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、１６９ページ、第５項統計調査費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、１７１ページ、第６項監査委員費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、１７３ページ、第３款民生費、第１項社会福祉費について質疑ありませんか。

武田真委員。

〇武田 真委員 １件社会福祉費について確認したいのですけれども、今般実績で行旅病

人等に対する経費で実績が出たのですけれども、差し支えない範囲でどのような内容だっ

たのか伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 行旅病人等扶助ということでございます。

こちらの案件は、市民生活課環境衛生係で対応いたしましたが、本件といたしましては

墓地埋葬法等に関する法律第９条の規定に基づいて火葬などを行ったところでございます。

この費用は、ご夫婦２人がご自宅の敷地内でお亡くなりになっていた状況から、警察で捜

査後、身元の引受けがないということで市に引き継がれた案件でございました。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。
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〇武田 真委員 そうしますと、どこから来た人ということではなくて、あくまでも砂川

市民ということで理解していいのか、その確認だけです。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 今委員おっしゃったとおり、砂川市民の方ということにな

ります。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 そうしますと、身寄りのない方はこの費用で、市で様々な費用を出すと

いうことで理解していいかどうか最後に確認したいと思います。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 こちらで賄ったものといたしましては、内訳は葬儀代、火

葬料、それから死体検案料、この３点について支出を行ったというところでございます。

〔「身寄りのない人は全部なのですか」との声あり〕

身寄りのない方というところでは警察の捜査などで全部引受けを拒否されるという状況、

身元が分かっているけれども、引受手がないというのが墓地埋葬法第９条の規定で市町村

に対応を求められるというところでございます。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 そうしますと、きちんとした要件があって、それに基づいてこういう処

理をしていると思うのですけれども、今般の場合も、細かいことは聞かないのですけれど

も、その要件に要は当てはまる中だと、身寄りがない、あるいは具体的なものは聞かない

ですけれども、そういった要件に当てはまった結果、このような処理をせざるを得なくな

ったということで最後確認します。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 ただいま委員おっしゃったとおりのことでございます。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、１８５ページ、第２項児童福祉費について質疑ありませんか。

小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 １８６ページで乳幼児等医療に要する経費についてお伺いするのですけ

れども、当初予算よりも医療費扶助は少なくて済んでいるのかと思うのですけれども、令

和２年８月から拡大されて令和３年度は１年拡大分のままで過ぎてきたという状況です。

それで、拡大された分が大体幾らぐらい上積みというか、増えたのかお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 令和２年８月から上乗せされた部分、令和３年度に関しま

しては４３８万５，９４５円ということで拡大分についてはかかっているというところで

ございます。
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〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 それで、事務報告書、皆さんはお持ちではないかもしれないから、これ

で質問しても駄目ですね。要するに拡大分が４３８万円プラスになったということが今答

弁されたのですけれども、よく乳幼児の医療費の拡大というときに、なかなか拡大を市長

はされてこなかったのだけれども、やっとこれをされて、それで今までよく言われてきた

のが国保の会計に非常に不利益を被る、ペナルティーがあるのだというお話がよくあった

のですけれども、令和３年度の場合はそういう結果というのがあったのかどうかお伺いし

たいと思います。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 すみません。今正確な金額の資料が手元にないところでご

ざいますが、この分については国保で給付、道、国から給付される部分で一部カットがあ

るというところでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 難しいのですけれども、今分からなかったのだけれども、要するに上乗

せしたりすると国保会計に影響があるからなかなか難しいのだというお話が今まであった

のです。そこだけでいいのですけれども、今回１年分上乗せ分があったわけですから、そ

こに向かって国保会計にペナルティーみたいなものがあったのかどうなのか、そこをもう

一回聞かせてください。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 上乗せした部分に対しての国から支援というか、その部分

があるのですけれども、そこの部分では影響はあるということでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 ありますと聞かれると、どんなふうに、どんな状態であったということ

ですか。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 特別調整交付金という形で国から入ってくるのですけれど

も、そこの部分の療養給付費というところで影響が出てくるというところでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 これ以上はやめます。また違う機会に聞きます。

続いて、病児・病後児保育に要する経費なのですけれども、今回の令和３年度で対象者

がどのくらいで、登録、それから利用はどうだったのかお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 三橋真樹君 病児・病後児保育事業につきま

しては、市内の児童福祉施設、保育所、幼稚園、院内保育所、ヤクルト等の託児施設等々

を利用されている世帯ということになりますので、対象人数ということになりますとおお
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むね６００人ぐらい、人口でいいますとゼロ歳から８歳で７４８人いるところでございま

すけれども、このうち施設をご利用されている者ということになっております。そのうち

登録された児童が７６人、利用された児童が延べで９０人となったところでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 対象者に対してのパーセントというのはどのぐらいになるかお伺いしま

す。

〇委員長 辻 勲君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 三橋真樹君 パーセントとしては２０％弱に

なります。実際登録されていない方も含めて利用される児童がいらっしゃって、そのうち

登録されている児童数ということで見ますと２０％以下になります。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 この事業、何回かいろいろな場面で聞いてきているのですけれども、５

００人ぐらいの対象者がいる。だけれども、登録者は２０％ぐらいで終わってしまってい

る。非常に残念だと思うわけです。事務報告書を見ると、延べ利用者数が１年間で９０人

だったということになるわけですが、ここの部分に関しては最後のセーフティーネットだ

という言われ方をずっとしてきているのですけれども、何でこんなに登録される方自体が

少ないのかと原課では思われているのでしょうか。そこもお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 三橋真樹君 私どもの立場としては、ご利用

いただくときに備えて事前に登録をしていただきたいということで各施設を通じて周知を

しているところなのですけれども、令和３年度については登録児童７６人にとどまってし

まったと。要因としては、昨年度と同じ状況にあろうかと思いますけれども、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止対策として保護者の皆様がいっとき休める状況になったと、ご家

庭の中で保育が可能な状況にあったということが登録がなかなか進まなかった要因として

あろうかと思います。

もう一つは、毎年ご利用いただいた方、また利用されなくても登録された方を対象にア

ンケート調査を行っておりますが、この回答の中に事前登録、実際にやってみると簡単だ

と。だけれども、いざ登録というときには精神的なハードルが高いという記述がアンケー

トの中にございました。なので、使うかどうか分からない。母子手帳から転記しなければ

ならないと、結構な手間がかかるだろうと、時間も煩雑だというイメージがどうしても保

護者の皆さんにはあるのだろうと思います。一度登録していただきますと、翌年度以降は

私どもで把握したデータを入力した上で再度登録をお願いをする、ご案内をするというこ

ともしておりますし、私どもの窓口でも、また施設の職員でも事前登録のお手伝いをさせ

ていただきますので、実際やっていただければそんなに時間もかからず、労せず登録でき

るということでアンケートの方もお答えいただいているとおりでございますので、この辺



－25－

の心理的な負担といいますか、不安を解消できる取組を進めていけば登録数も広がるかと

思います。

もう一点、もう少し保育所とか幼稚園を通じて積極的に登録を勧めるべきだという保護

者の意見もございました。やっているつもりではあったのですけれども、もう少し積極的

にという保護者の声もありましたので、そういった声も参考にしながら今後周知の仕方を

工夫してまいりたいと考えているところでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 私もアンケートを読ませていただいたのですけれども、利用した方々は

すごくいいふうに書いていらっしゃいます。保育士さんもすごく優しくて、またここに通

ってきたいと。だけれども、病気だからここに来るのだから、そこはあまり何回も通わな

いほうがいいはずなのですけれども。せっかくそうやって使った場面の人たちの感想を聞

いたら、とてもよかったし、安心できるし、これはずっと続けていってほしいのだという

ことがアンケートにたくさん書かれているのを読むと、もったいないと思うのです。今課

長もお知らせするということがもう少し必要なのかというお話もあったのですけれども、

まさにそうなのではないのかと。まずは登録をしてもらわない限りはいざというときに利

用ができないのがこのシステムですし、それから国、道からもある程度の補助っぽいもの

は来ているので、このままがそのままストレートに市の持ち出しということではないとい

うことも分かるのですけれども、せっかくそうやって使っていいものであるならば、もう

少し少なくとも登録者数を上げていかないと事業としてはもったいない事業になると思う

ものですから、具体的にどうでしょうか、どういうことが考えられるでしょうか。もう少

し登録者数を増やすための方策は何か考えていらっしゃいますか。

〇委員長 辻 勲君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 三橋真樹君 なかなか言い方が難しい部分が

ございまして、利用を促進すると、保護者の皆様、お子様を預けて仕事に行ってください

ととらわれても困ります。実際になぜそんなに積極的に声がけをするのだと言われる方も

いらっしゃいます。ですので、私どもが所管している保育所などでご案内するときには、

少し体調が優れないのだと、風邪が治りかけなのだけれども、あした会社に行かなければ

ならないのだという具体的なご相談を受けたときには保育士から病児・病後児保育施設が

あるのだけれども、お母さん、登録されていますかというご案内をさせていただきます。

ですので、そういった制度がありますということをもう少し積極的に利用している施設か

ら案内すべきだという保護者の声をアンケートで令和３年度はいただきましたので、この

点を現場とよく話し合った上で、説明したときに誤解を与えない範囲で説明の仕方を工夫

して周知をしていきたいと思います。直接ご案内するのが一番効果的であろうと考えてお

ります。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。
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〇小黒 弘委員 先ほどから私は言っているのがせっかくいい事業をやっているのだから、

もう少し利用されたほうがというか、登録されたほうがいいのではないかとお話をする中

でも現場としては難しいところがあるというお話なのですけれども、私は知られるという

のがまず大前提だと思うのです。こういうものが砂川市には子育ての事業としてあるのだ

ということ、そこがすごく今砂川の場合は少ないのではないかと思っていて、これ一般的

に広報でばんとお知らせしてもなかなか、今課長がおっしゃったように効果的ではないだ

ろうと思うのです。子育て支援に向かってのいろいろな事業があるわけです。ごみ袋の関

係、あるいはおむつを無料であげるという場面もあるし、そういうときにもう少しこの事

業のこともしっかり折り込みのチラシを入れるなり、いろいろな形で対象者をかなり絞っ

た形の広報というのが大事なのではないかと思うのですけれども、そんな考え方というの

はあるのかないのかお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 三橋真樹君 毎年度登録のご案内ということ

は各施設を通じてしております。保育所、幼稚園、また院内保育施設、天使幼稚園にもご

協力をいただいて周知はしておりますけれども、いざとなったときに登録をすればいいと

いう保護者さんも一定数いらっしゃいます。それでも手続的には間に合いますので、そこ

は無理強いはできません。ただ、いざというときに速やかに、少しでも早くお預かりをす

る、すぐ仕事に向かっていただくというときに事前登録が便利ですと。平時のうちに、お

子様に症状がないうちに登録していただくことが当日速やかなお預かりにつながるのだと

いうところをいま一度、今ほど委員おっしゃられたとおり、ほかにも子育て支援事業はや

っておりますので、その一環として砂川市は平成２８年から病児・病後児保育施設を病院

内に開設をしている。ですので、病後児だけではなくて病児もお預かりできるのだ、この

点を改めてご利用いただいている施設を通じて周知をしていく。先ほどの繰り返しになり

ますが、その周知の仕方を、また表現を工夫しながら保護者の皆様に周知を図ってまいり

たいと考えております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 この点ではもう一点なのですけれども、利用料の高さというのはアンケ

ートなんかでも言われています。私も直接言われたりします。市内の場合は２，０００円

でしたか、市外の場合は３，０００円になっているのですけれども、これが何日間かにな

っていったら結構出費もかさんでいくので、この辺はなかなか難しいのかと思うのですが、

どうなのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 三橋真樹君 利用料金についてもアンケート

の項目としておりますので、毎年ご意見をいただいているところでございますが、ある程

度市でも予算を確保して実施をしている部分でございまして、一定の自己負担はいただき
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たいということで、平成２８年度に開設する際に近隣の状況、既に開設をされていた先進

地の状況なども調査をしてこの利用料を設定をしております。毎年子育て支援事業の取組

状況についてということで近隣市町の状況についても確認をしておりますけれども、近隣

の実施しております利用料と比較して当市の利用料が高く設定されているという認識は持

っておりません。一部の自治体では非課税世帯、保護世帯であっても料金をいただくとい

う市もございます。ですので、一定利用いただくに当たっては保育所とはまた別の事業と

して実施をしているので、負担をいただきたいということだと私どもは見ております。砂

川市としても同じ考え方に基づいて料金設定をさせていただきました。ここの部分は保護

者の皆さんにもご理解いただけるように努めてまいりたいということで、アンケート調査

を実施して意見の集約に努めているというところでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 今回も少ないながらも登録者数、それから利用者数もあるわけですけれ

ども、預ける方々の職種、これプライバシーに当たらない点でどんな方々が多いのかと思

っているのですが、令和３年ではどうだったのでしょうか、お伺いします。

〇委員長 辻 勲君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 三橋真樹君 申し訳ありません。ご利用いた

だいている方の職種までは手持ちの資料持っておりません。ただ、近年ご利用いただいて

いるのは共働き世帯でございまして、臨時とかパートではなくて正職員の保護者が多いと

いうように見受けられる状況でございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 分かりました。

もう一つなのですが、同じページのファミリーサポートセンターに関することなのです

けれども、事務報告書を見ると令和２年度が利用実績１１５件のところ令和３年度は利用

実績が１６件。すごく減ってしまったのですけれども、この要因は何だったのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 三橋真樹君 令和２年度のお話をさせていた

だこうと思うのですが、令和２年度、実は学童保育所からスポーツをやられている、バス

ケットの活動をされている児童がいらっしゃいまして、その方を週２回、学童保育所から

バスケットボールの練習会場に送迎をするということでファミリーサポートセンター事業

をご利用いただいている世帯がございました。令和２年度、１１５件でございますけれど

も、その世帯がその多くを占めているという状況にありました。ですので、この世帯の方

が進学をしますと利用実績が大きく減少することになるというのは令和２年度の時点で分

かっておりましたので、取組を行ってきたところでありますけれども、令和３年度につい

てはこの方のように通年でご利用いただく方がいらっしゃいませんでしたので、大きく実

績が下がってしまったという状況でございます。
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〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 すごく今意外だったのですけれども、つまりバスケットクラブか何かを

やっている子がいて、サポートの人が送り迎えをする。その回数でいくと、これは１００

件近くあるということになるのですか。ファミリーサポートは、そういう利用の仕方もあ

っていいということなのですね。

〇委員長 辻 勲君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 三橋真樹君 保護者の方からの要望があって、

協力会員の方がお引受けしますということで当事者間の契約が成立しますと、そういった

利用も可能です。お車を使って送迎をしますと、協力会員さんがバスケットボールの会場

まで送りますということになりますと、１回当たり１００円、この実費を協力いただいた、

サポートされた会員さんにお支払いをいただくという制度になっております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 分かりました。終わります。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 １９６ページの子育て世代包括支援センター事業に要する経費というこ

とで決算が出てきております。そもそもこれは令和３年度の市政執行方針の中でもうたわ

れているように、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を構築するため、妊

娠、出産、子育ての総合相談窓口となるということで初めてスタートされてきたというこ

とであります。どのような支援状況というか、実数については事務報告書を見れば実人数

としては１３０人、延べ人数としては２０１人と載っているのですけれども、現状初めて

スタートした事業なので、実情としてどのような相談の形として行われたのか、それを聞

かせていただければと思います。

〇委員長 辻 勲君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 安田 貢君 子育て世代包括支援センターでどのようなご相談をお受け

したかということにつきましては、妊娠された方がその届出に当たってふれあいセンター

においでいただいて母子健康手帳をお渡しする機会、あるいは妊婦健診の受診券をその際

にお渡ししますが、その分はいわば全体の約半分で、後段の部分は途中、中間面接として

またふれあいセンターにおいでいただいてお渡ししていますが、そういった際に妊婦の方

にお会いしまして、妊娠期の体調の変化や過ごし方、出産前後、あるいは育児に当たって

の不安など、そういったご相談をお受けして保健師からアドバイスを行っているところで

ございます。事務報告で記載させていただきました例は、そういったことで妊娠期につい

ての主たる相談という形での掲載となってございますけれども、出産後についてはまた乳

幼児健診等でご相談を承っていて、子育て世代包括として令和３年度直接的な数字として

は、妊娠期におけるケースについて数字としては載せさせていただいたところでございま

す。
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〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 事務報告の内容については分かりました。基本的には相談をされるわけ

だし、相談の中で、全てではないのですけれども、一例としてこのような相談があって、

こういった部分についてはしっかりと相談を受けながら対応しましたといった形としてあ

るのであれば、その辺の状況を含めて聞かせていただければありがたいと思うのですけれ

ども。

〇委員長 辻 勲君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 安田 貢君 具体的な記録までは私のほうで、すみませんが、掌握して

おりませんけれども、考えられることとしては、例えば転入された妊婦の方についてもそ

ういった対応をさせていただいて、このカウントの中に入っておりますが、当市における

妊娠までのどのような医療機関、相談先があるのか、それぞれのご家庭の中において支援

に回っていただけるご親族が近くにいるのか、そういったことの具体的なお話を聞きなが

ら、できる範囲の支援を行っていく。基本的にはセルフプランと申しまして、妊娠、母子

健康手帳をお渡しする際に、ご自分でまず妊娠、出産までのイメージを描いていただく、

そういったプランを描いてくださいということを保健師がアドバイスしております。また、

出産後については先ほど乳幼児健診でとお話をしましたが、幅広い意味での支援が可能で

あるか、必要に応じてまた別の機関につなげていくこともあり得るであろうということも

含めた相談対応に当たっているところでございます。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 大体妊娠期の部分がメインだというのは分かりました。これも令和３年

に初めてスタートして、私はやっとスタートしたというか、事業が始まったのだと思って

おりましたので、というのは砂川はほかのまちより若干遅かったか、ただ期限があったは

ずだから、この時期を逃すとスタートできないだろうと思ったので、スタートされたとい

うことに対しては大変必要なことであり、大変大切なことだとは思っています。そこで、

市政執行方針の中でも、今は妊娠期の部分でお話がありましたけれども、市政執行方針の

中では特に３歳までの子育て期に重点を置きながら、妊産婦、乳幼児の健康の保持及び増

進に関する包括的な支援を努めてまいりますということだったので、まだスタートして２

年目ではあるのですけれども、今後も含めながらいくと３歳までの子育てというのは重要

な部分を占めているのだと思うのですが、令和３年、スタートしたばかりでありましたけ

れども、この辺の３歳までのことに関してはきちんとした相談もあったり、相談に対応し

たのかどうかが分かるのであれば教えていただけないでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 安田 貢君 子育て世代包括支援センター、母子保健法に基づくという

観点の下、３歳児までというところで、まさに生まれて３か月、半年、さらに１歳半、３

歳という乳幼児健診の場においても保健師が都度相談に対応しながらというところであり
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ますし、大きな枠という意味では就学前までも一つの目安としておりますので、支援が必

要なご家庭に対しましては３歳で終わりということではなく、保健師が作っている支援台

帳をそのまま継続させて、いろいろな機関との協議も踏まえながら必要な支援に努めてい

るところでございます。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 分かりました。

令和３年度から始まった事業でもありますので、この辺は１年間やられたことと、そし

て令和４年ももう既にやってきているわけですから、この辺もしっかり検証しながら、相

談体制もしっかりとやっていただきたいということでお話をして終わりたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 １９４ページの学童保育事業に要する経費について伺いたいと思うので

すけれども、補助指導員報酬なのですが、当初では１６人で見込んでいたのですけれども、

実績は１３人ということで、減ってしまった要因等を伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 三橋真樹君 年度の途中で辞められる指導員

がおりまして、その部分を募集をかけたのですけれども、補充することができないままに

令和３年度の年度末を迎えるに至ったという状況でございます。この間通園センターの募

集ですとか、保育士の募集もしておりますので、そういった部分で一体的に人員の募集に

努めてきたところなのでありますけれども、学童保育所指導員についてはなかなか充足す

ることができなかったという状況にございます。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 集まりにくい要因は、その辺の分析、あるいは学童保育に要する事業全

体に補助員が充足できなかったことによる影響が何かあったかどうかを確認させてくださ

い。

〇委員長 辻 勲君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 三橋真樹君 学童の指導員は特段の資格を有

しないということがございまして、この点も周知に努めたところでございますけれども、

どうしても人員が薄くなってしまうシフトのときがございます。そのときには子ども保育

係の職員が応援に駆けつけて、子供の見守りですとか、迎えに来た保護者への引渡しに支

障がないようにということで対応させていただきました。ほかの学童保育所の指導員でシ

フト調整をして、手薄になっている学童保育所にお手伝いに来ていただくという対応もし

ながらやってきておりましたので、児童の安全が図られる形ということで内部でほかの学

童の協力も得ながら、人振りをしながら対応してきたというところでございます。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 特に資格がないということであれば誰でもできるのかとは思うのですが、
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この辺募集をかけて来ないということは、何か阻害する要因が恐らくあるのかとは思うの

ですけれども、この辺どのように市では分析しているのか伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 三橋真樹君 働く方のニーズとしては、お子

さんが学校、保育所、幼稚園から帰ってくるときには自宅にいたいというニーズが高いで

す。学童保育所は、子供さんたちが放課後以降の生活の場を提供するものですので、どう

してもニーズと私どもが求めている学童、放課後以降に働いていただける方というところ

と、子供が帰ってくる時間には家にいたいというところでどうしてもギャップが生じてし

まっているというところがございます。ですので、今現在の話をしますと、ほかの関係機

関なども学童保育所の指導員がなかなか充足していないという状況がありましたので、指

導員同士のネットワークもあります。実は保護者さんたちのご協力もいただいています。

関係機関の職員同士の協力もいただいて、いろいろな広範囲に声がけをしていただいて、

今現在は募集をいただいている状況にあるのですけれども、令和３年度についてはそうい

ったミスマッチが起こってしまって、なかなか募集をかけても応募すらいただけないとい

う状況が続いて年度末を迎えてしまったというところでございます。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 そうしますと、現時点ではそういったギャップといいますか、充足につ

いては問題ないということで判断しているということでよろしいでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 三橋真樹君 令和３年度中に多くの関係機関

の皆さんに協力をいただいて、声かけをしていただいております。今現在は募集をいただ

いて、充足に向かっている状況にございます。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、１９９ページ、第３項生活保護費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２０１ページ、第４項災害救助費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２０３ページ、第４款衛生費、第１項保健衛生費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２１５ページ、第２項清掃費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２１９ページ、第５款労働費、第１項労働諸費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２２１ページ、第６款農林費、第１項農業費について質疑ありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２２９ページ、第２項林業費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２３１ページ、第７款商工費、第１項商工費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２３９ページ、第８款土木費、第１項土木管理費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２４１ページ、第２項道路橋梁費について質疑ありませんか。

〔何事か呼ぶ者あり〕

武田真委員の質疑は休憩後にいたします。

午後１時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５４分

再開 午後 ０時５４分

〇委員長 辻 勲君 委員会を再開いたします。

２４１ページ、第２項道路橋梁費についてです。

武田真委員。

〇武田 真委員 ２４２ページの道路橋梁の維持に要する経費について伺いたいと思いま

すけれども、パトロールや市民の通報で道路の補修を行ったというのはあると思うのです

が、その件数といいますか、統計があれば伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 土木課長。

〇土木課長 金泉敏博君 道路施設等のパトロールに関してですが、通報によって動いた

というのは特になく、通常パトロールの中で盛んに見つけていくというパターンで行って

おります。通常の市民からの通報に対しては、市職員が直接行って確認、または市民の方

と直接お話をするという形を取っております。件数については今手元に押さえていなくて、

申し訳ございません。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 お手元にないということなのですが、市民からの通報に基づいて担当の

方が伺うとは思うのですけれども、大体件数としては数件とか、何十件とか、その辺の大

ざっぱな部分というのは分からないのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 土木課長。

〇土木課長 金泉敏博君 時期的なものにもよるのですけれども、春先であれば大体月に

四、五件程度、ただ冬の除雪になりますと、また数は相当多くなりますので、その辺につ

いては時期的なものでばらつき等はございます。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 その通報の方法なのですけれども、議会でもかつて議論になったとは思
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うのですけれども、電話で主にやっているのかとは思うのですけれども、例えばメールで

画像を添付して通報してくるとか、そういった形で何か電話以外の手段で市民の方からそ

ういう通報というのはないのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 土木課長。

〇土木課長 金泉敏博君 メール等による通報等はございません。あくまでも電話が主な

ものでございます。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 市のホームページを見ても、電話は書いているのですけれども、拒否し

ているわけではないとは思うのですけれども、例えば誰かが道路を見て自分のスマホで写

真に撮って、それを市に送付する手段は現時点ではないということなのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 土木課長。

〇土木課長 金泉敏博君 現時点ではそれについては行っておりません。ホームページ等

で、例えばご意見の中でこういうところで今言ったメール等で苦情的なものがあれば、そ

れについては対応をさせてはいただこうとは思っております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 現時点で枠組みがないというだけであって、すぐにでもそういうことを

する枠組みはこの当時、令和３年度の時点でもできたということなのでしょうか、それと

も何か新しいことをしなければそういった形での通報はできないということなのでしょう

か。令和３年度においてはやろうと思ったらできたのか、全くその窓口がなくて電話でし

かできないという状況なのか、その確認だけさせてください。

〇委員長 辻 勲君 土木課長。

〇土木課長 金泉敏博君 ３年度につきましては、特にメール等でのやり取りはシステム

的にどうのこうのというよりも、やっておりません。一度議会でも質問されたことで、一

応検討は進めてはいますが、他市の状況等を今後見まして、それについてはまた検討して

いきたいと考えております。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２４７ページ、第３項河川費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２４９ページ、第４項都市計画費について質疑ありませんか。

武田真委員。

〇武田 真委員 ２５０ページの大規模盛土の造成調査委託、新規の事業なのですけれど

も、事務報告書を見るとやった場所とかは分かるのですけれども、結果はどうなったのか

というのは分からなかったものですから、どういう結果が出たのか伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 土木課長。
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〇土木課長 金泉敏博君 大規模盛土の調査については、令和３年度と今年と行っており

ます。令和３年度につきましては、問題ないという形でいただいております。令和４年度

と併せてホームページ等で市民の方に報告する形になります。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２５３ページ、第５項住宅費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２５９ページ、第９款消防費、第１項消防費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２６３ページ、第１０款教育費、第１項教育総務費について質疑ありませんか。

小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 ２６６ページの砂川高校の支援に要する経費でお伺いをします。

当初予算８００万円ちょっとあったのですけれども、決算では約半分。これはいろいろ

な補助金なのですが、どうも使われていないのが気になっていまして、こちら側の気持ち

と子供たちの気持ちがマッチしていないのではないのかと思うのですけれども、この辺は

どうしてこんなに少なかったのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 学務課長。

〇学務課長 是枝貴裕君 砂川高校の予算に対して執行額が少ないという状況でございま

すけれども、当初予算の段階では約８００万円ほどの計上をさせていただいているところ

でございますが、決算では４００万円強という状況になってございます。これに関わる主

な要因につきましては、まず予算の段階では新入学生徒の間口数については３間口として、

最大１２０人の生徒が入るという予想から予算を編成させていただいております。結果令

和３年度につきましては４９人の入学と、まずこのことが１つ要因として考えられます。

それと、細かく事業ごとで申しますと、看護予備、公務員予備の予備校の補助を出して

いるのですけれども、これについてはコロナ禍というところで看護予備の生徒さんについ

ては申込みをしていたけれども、急遽取りやめをしたですとか、この影響額が６３万円ほ

どの減額とつながっております。また、部活動の全道、全国大会、これももちろん生徒さ

んの実力等もございますけれども、コロナ禍の影響で大会が中止という経緯もございまし

たので、これが８４万円ほど、あとは対話型、大学生を招致して対話型のプログラミング

教室というのをやっているのですが、こちらコロナ禍で実施できず、４１万円ほどの予算

計上しておりましたが、皆減という結果になりまして、予算執行額が大幅に減少しており

ます。ただ、検定受験料につきましては、例年大体１人平均で４．５回ほどの検定受験を

行っているのですけれども、令和３年度につきましてもこれと同等、約４．３回だったか

と思うのですけれども、同等の回数を受験されておりますので、極端に補助が活用が減っ

たという状況にはないかと認識してございます。
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〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 砂川高校のホームページを見ると、砂川高校への支援が拡充されていま

すということでいろいろ書かれているのです。ただ、何となく勉強に関してのことが多く

て、今の砂川高校の現状と合っているのかと思ったりもするわけです。言い方が難しいの

を理解してもらいながらなのですが、例えば大学入学の奨学補助金１３０万円が８０万円、

そもそもサテライト授業補助金、これはそのまま８０万円ですけれども、これは要するに

駿台予備校に対しての契約金だと思うわけです。どこまで受講がこの令和３年度でもされ

ていたのかという点、ここに向かってお伺いしたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 学務課長。

〇学務課長 是枝貴裕君 サテライト授業に関しましては、駿台予備校のサテネット２１

を平成２５年から活用をさせていただいております。以後継続してこれを活用しているの

ですけれども、実際令和３年度の生徒さん１８３人いるのですが、一応全員このサテネッ

トに登録をいただいております。ＩＤとパスワードが付されて、学校等で視聴していると

いう状況にございます。ただ、回数でいきますと、１８３人登録していますが、数十回程

度と、多いときでは４００ですとか６００回の視聴があったのですけれども、昨今少しこ

ういった低調な状況も見受けられるというのがございまして、令和４年度のことになるの

ですけれども、スタディサプリというところで高校と協議をしながら、より活用しやすい

有用なものを取り入れていこうということで変更をしてございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 はっきりしたところは分からないのです。いいところだけ言っているの

です、今。ですから、令和３年度だったらどうだったのですか、受講の状況というのは。

登録はみんなするでしょう。するのはするけれども、きちんと受けてしっかり子供たちの

ためになっているのかどうかというところがまさに決算の審議のところなので、そこのお

話をしてください。

〇委員長 辻 勲君 学務課長。

〇学務課長 是枝貴裕君 実際の視聴回数ももちろん大事、そこの辺の実績というところ

では先ほど申しましたとおり令和３年度は５０件程度という低調な結果に終わっておりま

す。ただ、これについては実際に視聴した段階で生徒さんの学力がどの程度向上したかと

いう点では非常にはかりづらい点がございまして、学校側としても実際学校でそういった

外部講師の講義、いわゆる塾講師みたいな先生方の講義を受けても、学校としてどれぐら

い成果が上がっているというのは分析しづらいというお声をいただいております。ですの

で、先ほど申しましたとおり、実際にオンラインというか、サテライトの関係で自己採点、

実際に講義を受けた後に若干の小テストをして自己分析ができるという仕様に変えさせて

いただいたというところでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。
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〇小黒 弘委員 例えば看護模試、公務員模試とあるのですけれども、ほとんど看護の場

合だったら砂川市立病院の指定人数だと思うのですよ、多分２人。こうすることによって

もっと看護を目指す、あるいは介護も同じなのですけれども、介護研修受講料をやってい

ても介護職になっている人は多分いなかったはずです。そういうところでもっとしっかり

と砂川市や砂川高校の現状と、それからこの補助金がマッチする形を探していかないと、

やってはいます。だけれども、あまり利用する人がいなかったり、子供たちには役立って

いなかったり。例えばで言いますけれども、子供たち、ワイシャツを着ています。あのワ

イシャツ、４，０００円もするのです。指定されているのです。今ワイシャツ、汗もかく

し、子供たちだから。４，０００円のワイシャツを着なくたっていいわけではないですか。

もし４，０００円しか、どうしてもそこなら、そこに向かって補助を出してあげるとか、

今の砂川高校らしいところ、例えば介護職も砂川市内の施設はみんな困っているはずだと

思うのです。ですので、アルバイトで福寿園に夏休みとか冬休みとか行ってもらいながら、

お小遣いも少しもらいながら、興味を持ったら今度介護職に行ってもらうとか、何かもっ

とやれることがある気がするのですけれども。今は４年生大学合格者への奨学金、私立大

学は１０万円、国公立大学は３０万円。これも先ほど言ったとおりで１３０万円を予算し

ているけれども、８０万円だったりとか、もう少し何か考えて今後やっていくということ

はないのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 学務課長。

〇学務課長 是枝貴裕君 市教委としましては、高校支援に関しましてはいろいろと１１

項目ほどメニューがございますけれども、まず子供たち、生徒さんの今後大学あるいは社

会人に向けての資質向上、そういったスキルの向上につながる、そういった支援を考えて

いきたいとは考えてございます。ですので、大学合格した後の奨励金ですとか、そういっ

たものもございますけれども、基本的には物理的なものではなくて、生徒さんのそういっ

た学力、資質向上につながるものが今後地域にとっても担い手という部分では大きな支援

になってくるのではないかと考えているところでございます。

また、新たな枠を支援と、見直しも含めてそういう検討をということでございますけれ

ども、例年学校側とはどういった支援が生徒にとって非常に有効なのか、有用な施策にな

るのかという協議を踏まえた中でこれら事業を決定してきてございます。また、法に基づ

いて外部評価委員というのを設置しまして、委員さんを選任いたしまして、年に１回市教

委の事業について検証ですとかご指摘をいただく場面がございますけれども、その中でも

学校の方針に基づいた支援となるよう努めなさいというご意見もいただいておりますので、

ここについては完全な市教委主導ではなくて、しっかりと子供たちにつながる、学校と協

議して、そういったところにつながる支援というところで今後も努めてまいりたいと考え

てございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。
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〇小黒 弘委員 砂川高校の今の現状は、定数はどんどん減っていくし、間口数は減って

いくし、入学試験で落ちる子供はもちろんいないわけです。高校は数学をやるのが普通授

業ですけれども、算数もなかなか難しいという場合もあるようですし、きらっと光る子供

たちもいると思うのですけれども、もっと仕事なら仕事ということに関して、進学ではな

く高校卒業して就職する子たちも多いと思うので、普通の挨拶から卒業後は会社にしっか

りと長く勤められる、そういう支援の仕方というのも私はあるのではないかと思うのです

けれども、校長先生ばかりだと、多分校長先生も２年、３年で異動する方ですし、もとも

と砂川の現状を分かっていらっしゃらないかもしれないので、アンケートならアンケート

のやり方も少し工夫をされて、より現実的な補助をしてもらうように考えてもらいたいと

思うのですけれども、その辺はいかがですか。

〇委員長 辻 勲君 学務課長。

〇学務課長 是枝貴裕君 補助メニュー自体はそれほど大きく変わってはおりませんけれ

ども、学校側も非常に、今委員さんおっしゃったとおり、今後何が必要になってくるのか、

大学ですとか就職に向けて、そういった部分でしっかりと生徒さんには指導をしておりま

して、例えば検定試験でありましたら過去にあまりなかった検定なども受験してございま

す。例えば先ほど数学の話がございましたけれども、今までは英検ですとか、漢字検定で

すとか、そういうものが主体でしたけれども、数学検定というのもございまして、令和３

年度からこちらも少し取り入れて受験をさせているという状況もございますし、もちろん

珠算や電卓、簿記に加え、ビジネス文書ですとか社会人マナー、こういったものも検定の

中に取り入れて、日々そういった学習、研さんを積むように指導しているとお聞きしてご

ざいます。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２６７ページ、第２項小学校費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２７３ページ、第３項中学校費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２７９ページ、第４項社会教育費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２８７ページ、第５項保健体育費について質疑ありませんか。

武田真委員。

〇武田 真委員 ２９０ページの昨年度新規に導入したトレーニング機器購入について、

かなりトレーニングルーム利用者、事務報告書でも多い人数利用されていますけれども、

大体どういう方、市内、市外、あるいは年齢構成的にどのような方が利用されているのか

伺いたいと思います。
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〇委員長 辻 勲君 スポーツ振興課長。

〇スポーツ振興課長 佐々木純人君 トレーニングルームの利用者の分けといいますか、

年齢的には健康増進を目的として、体にどこか痛みがあるだとか、膝が痛い、腰が痛いだ

とかという方々、大体中心的には５０歳以上の方が、特に女性が多く来られて、メニュー

をつくったり、指導を受けたりというところをしているところでございます。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 想定より恐らくたくさんの人が来られているのかと思うのですけれども、

そうしますといろいろ課題があるのかと思うのですが、この辺、例えばコロナもありまし

たけれども、多くの人数の方が利用されているわけですが、事務報告書を見ても総合体育

館における利用者数の中ではかなりの多い割合を占めているのかとは思うのですけれども、

この辺予想より多くの方が来られていると思うのですが、課題とかあろうかとは思うので

すけれども、１年間運用してどういった課題があるのかというのは把握されているのかを

伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 スポーツ振興課長。

〇スポーツ振興課長 佐々木純人君 課題といいますか、コロナの影響でトレーニングル

ームは１０月１日から開館いたしまして、１月２６日から３月２１日までまたコロナの影

響で休館しておりまして、この間約３か月強ですか、日数にして１０１日間の開館日とな

りまして、これでいけば１年間を通した総体の利用率でいきますと１５．２％トレーニン

グルームを利用していると。１日平均３７人以上の方が利用しているということで、かな

り好評を得ているところでございます。課題といたしましては、今地域おこし協力隊の方

の指導を受けているわけですけれども、この方たちのクオリティーが非常に高くて好評を

得て、人についてきて施設を利用しているという状況がございます。今後においても地域

おこし協力隊になるのか、はたまた新しい指導員になるのかというお話は置いておきまし

て、指導員の指導、クオリティーを落とさないようにやっていくことが課題なのかと思っ

ております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 指導員の方、このトレーニングルーム以外でも様々な場面で活躍されて

いるという話も伺っておりますので、ぜひその辺、せっかくの施設ですので、皆さんの好

評がこのまま続くように運営していただきたいと思いまして、終わります。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２９５ページ、第６項給食センター費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２９９ページ、第１１款公債費、第１項公債費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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次に、３０１ページ、第１２款諸支出金、第１項過年度過誤納還付金について質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第２項特別会計繰出金について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、３０３ページ、第３項開発公社費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、３０５ページ、第１３款職員費、第１項職員費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、３０９ページ、第１４款予備費、第１項予備費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、歳入に入ります。４９９ページからの財産に関する調書を含め、歳入について

質疑ありませんか。

小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 歳入で市民税の関係でお伺いするのですけれども、今回は初めて２０億

円を割って１９億円ということになっています。それで、調べていけばほぼ固定資産税の

減が要因なのかと思うのですけれども、まずは市民税、今回１９億円になってしまったと

いう要因、まずそこからお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 税務課長。

〇税務課長 江末孝之君 市で収入額が前年度に比べ９，１２６万２，０００円減少して

いる要因につきましては、固定資産税で８，５２１万円の減、都市計画税で９１１万円の

減少となっております。減少となった主な要因につきましては、令和３年度限りの国の施

策であった新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境に直面している中小企

業等に対して、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置によ

るものでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 ほとんど聞こえなかったけれども、固定資産税はコロナの関係も大きい

ということですか。

〇委員長 辻 勲君 税務課長。

〇税務課長 江末孝之君 もう一度答弁したいと思います。

市で収入額が前年度に比べ９，１２６万２，０００円減少となっている要因につきまし

ては、固定資産税と都市計画税の減少によるものでございます。減少となった主な要因は、

令和３年度限りの国の施策であった新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環

境に直面している中小企業等に対して、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都

市計画税の軽減措置によるものでございます。
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〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 その軽減というのが９，０００万円にもなったということですか。

〇委員長 辻 勲君 税務課長。

〇税務課長 江末孝之君 この軽減措置で交付金として国から交付されているのですけれ

ども、それが７，９００万円ぐらいです。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 そこは分かりました。

もう一個、これは調定額の固定資産税１割ぐらいが減少して、それがほとんどコロナの

影響によってのということなので、少し安心したのですけれども、最近すごく家が壊され

て、土地だけになっているのを市内で多く見受けるのです。今までは固定資産税が家がな

くなると特例がなくなって６倍にもなるという話があったではないですか。意外とそれが

すごく今回令和３年度は効いているのかと思ったのですけれども、市内の場合はそういう

影響はあまりないのでしょうか。固定資産税が６倍になるとかなんていうことはあまりな

いのかどうかお伺いしたいのですけれども。

〇委員長 辻 勲君 税務課長。

〇税務課長 江末孝之君 家屋と土地と固定資産税課税されているわけなのですが、家屋

を壊した場合について土地の金額が急に上がるということで心配されている方もいらっし

ゃるのですけれども、砂川市の場合は極端にそういう状況で上昇するとかといったことは

ございません。

〔「肝心なところが聞こえないのだけれども」との声あり〕

〇委員長 辻 勲君 税務課長。

〇税務課長 江末孝之君 そういう案件についてはございません。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 次に、財産収入の関係でお伺いするのですけれども、監査報告なんかを

見てみると、不動産の売払収入というのが前年がゼロ円だったのですけれども、令和３年

では４，７００万円ぐらい売れています。土地が売れるのはすごくいいことだと思ってい

るのですけれども、この辺のところというのはどうしてこんなに急に土地が売れたのでし

ょうか。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 板垣喬博君 土地の売払収入ということで令和３年度につきましては９件、

記載のとおり４，７７９万６，８５３円の歳入があったところでございます。令和２年度

につきましては売払収入がゼロ円と。元年からその前の平成２５年ぐらいまでの間は毎年

２区画から５区画ぐらい何とか売払いをしてきたということであります。市有財産のうち

公共施設建設等の利用予定がない未利用地につきましては、この間住宅用地等として売却

処分に取り組んできていることによりまして、売却可能な財産が少なくなってきていると
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いう状況でありましたが、令和３年度につきましては、１つは公社の土地が１件、普通財

産に変えてから売払いが行われたというのが１つ、それから石山川の防災工事に伴いまし

て、国土交通省で公衆用道路用地として２区画売れている部分が空知太にそれぞれござい

ます。残りの６件のうちタイミングよくといいますか、下吉野橋周辺の整備工事が終わり

まして、旧吉野団地、こちらが３区画売却が可能な土地として整備することができたとい

うのが１つ、また旧焼山団地、こちらも売却ができているのですけれども、こちらにつき

ましては原因というのは、総務課にそれぞれいろいろな業者さんであったり、市民の皆様

から土地の売却の部分について年間に何本か問合せを受けることがございます。それらの

希望されている内容だったり、あるいは場所だったり、条件といったものについて担当者

でしっかりとアンテナを張って、それにうまくかなう……

〇小黒 弘委員 ちょっと待ってくれますか。

委員長、両方から不規則発言が聞こえているのです。答弁が聞こえないのです。注意を

よろしくお願いします。

〇委員長 辻 勲君 では、続けてください。

〇総務課長 板垣喬博君 旧吉野団地、あるいは旧焼山団地につきましては、この間様々

な問合せを受けている中で担当者でしっかりとアンテナを張って、条件にかなう土地はな

いかということで整備ができそうな土地といったものを洗い出して、それらを広報で周知

をさせていただいたときにたまたまニーズとマッチしたということが令和３年度９件売却

可能になった要因だと思っております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 １件は公社、それから普通でいくと、これは契約管財になるのですか、

今でいくとたまたまというお話だったのですけれども、戦略的なもので今回はこの辺売れ

そうだということはあるのかないのか。たまたま職員名簿を見てみると、公社と契約管財、

両方とも女性係長なのです。土地を売るのが得意なのではないかと思って、女性係長は。

そういうことではないのですね。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 板垣喬博君 今言われた担当者、それぞれ２人の女性職員につきましては、

常にアンテナを張って状況把握をしながら、それに適した土地を整理して売り払うという

営業努力といった部分についてはしっかりと行ってくれているものと思ってはおります。

ですので、契約管財係の話になりますけれども、それにつきましてはしっかりと問合せの

ニーズといったものを把握した中で、それに見合った売却可能な未利用地はないかという

ことで常日頃しっかりと洗い出しをしていただいている、その成果であったとは思ってお

ります。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第７号を採決します。

本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定しました。

続いて、３３０ページからの議案第８号 令和３年度砂川市国民健康保険特別会計決算

の認定を求めることについての審査に入ります。

歳入歳出一括して質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第８号を採決します。

本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定しました。

続いて、３９４ページからの議案第９号 令和３年度砂川市介護保険特別会計決算の認

定を求めることについての審査に入ります。

歳入歳出一括して質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第９号を採決します。

本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定しました。

続いて、４６３ページからの議案第１０号 令和３年度砂川市後期高齢者医療特別会計

決算の認定を求めることについての審査に入ります。

歳入歳出一括して質疑ありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１０号を採決します。

本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定しました。

続いて、議案第１１号 令和３年度砂川市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定を

求めることについての審査に入ります。

収入支出一括して質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１１号を採決します。

本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定しました。

続いて、議案第１２号 令和３年度砂川市病院事業会計利益の処分及び決算の認定を求

めることについての審査に入ります。

収入支出一括して質疑ありませんか。

小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 病院事業会計なのですけれども、そんなに多くはありません。決算の附

属資料等を見ると、コロナで入院も外来も減ったと言いながらも、収益的収支を見ていく

と入院、外来とも平成２６年以降最高額なのです。コロナで患者さんが減っているのでは

ないかとずっと心配していたのですけれども、実際お金的にいうとこれまでの最高額が今

回計上されていると思うのですが、ここはなぜこういう、いい結果でいいと思うのですけ

れども、なったのかお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 市立病院医事課長。

〇医事課長 倉島久徳君 収益の関係でございますが、令和２年度と比べますと患者数は

ある程度回復しております。回復した要因としましては、コロナワクチンの予防接種等の

開始もありまして、さらに令和２年度、コロナウイルス感染症というのは未知の感染症で
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ありまして、令和３年度につきましてはある一定程度感染のリスク等が分かりまして、感

染対策をしながら令和２年度に行われなかった慢性的な緊急を要しない治療とかも再開し

ておりますので、その部分の要因で患者数も増加して収益も上がったというところもあり

ます。また、令和２年度の診療報酬改正におきまして、地域医療体制確保加算という包括

の係数が大きく増加したことも大きな一因となっております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 せっかく質問しているのに。これは、配られている附属資料なのですけ

れども、これを見ると令和２年から３年は少し増えているというのは分かるし、それでい

いのだけれども、コロナ前からも比べても最高額なのです。これでいうと平成２６年、２

７年と。患者が戻ったといっても、先ほども言ったとおり２年から比べればよかったのだ

ろうけれども、その前から比べても多くなっているので、というのは先ほどの言った改定

があったからが一番大きな要因ということですが、もう一度確認させてください。

〇委員長 辻 勲君 医事課長。

〇医事課長 倉島久徳君 大きな要因といたしましては、令和２年度の診療報酬改定にお

きまして包括点数におけるＤＰＣの係数がありまして、そこの係数で地域医療体制確保加

算が新設されまして、そこが大きな要因で診療単価につきましても大きく上がったところ

であります。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 それは今後も続いていくということでよろしいのですね。

〇委員長 辻 勲君 医事課長。

〇医事課長 倉島久徳君 ＤＰＣ係数につきましては毎年改正がありまして、そこそこの

病院によりましてその体制を評価する係数となっておりますので、当院で施設基準等変更

がない場合については大きく変わりはないと考えております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 令和３年度のキャッシュフローを見ていくと、最終的には現金預金も２

３億円に増えて、このコロナ禍でよかったとは思うのですけれども、ただ国からの補助金

１０億円がなかった場合は完全に３億円ぐらいの赤字になっていたという状況だったとは

思うのです。国からもらえている補助金、今後どうなっていくのかというのは心配はある

のですけれども、令和３年度での国の補助金１０億円はどんな中身で、どんな具合で１０

億円というのが積み上がってきたのかを教えてください。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局審議監。

〇病院事務局審議監兼経営企画課長 渋谷和彦君 令和３年度の補助の状況といったこと

のご質問かと思います。

まず、今委員さんおっしゃったとおり、補助金については約１０億円病院には収入して

おりますが、これはあくまでも当院のようなコロナ患者を受け入れる病院のための補助金
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でありまして、それにはたくさんの経費、人件費がかかっていますので、それに対する補

助といったことになってございます。決算書でご説明いたしますけれども、まず決算書の

１８ページを御覧いただきたいと思います。１款２項医業外収益、２目補助金の中に１０

億４，５７２万２，７３３円とございますが、このうちコロナ関連は９億９，５０１万７，

０００円となってございます。それから、決算書の２２ページ、こちらは資本的収入にな

りますが、１款資本的収入の３項補助金の中の２、道補助金です。３，９６８万７，００

０円、これがコロナの補助金になってございます。内訳全てを申し上げませんが、主なも

のとしましては、一番大きいのは感染症の病床確保促進事業、こちらが約９億５，８００

万円となっております。そのほかには入院受入れ医療機関としての緊急支援として１，９

５０万円、こういったものが大きなコロナの補助金の内訳になってございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 コロナに関しての補助金がまだこれからも続いていくのかどうかという

のは、病院経営とコロナ患者が減って終息されてというのは相反する状況になりかねない

のですけれども、補助金がなくてもしっかりとこれからもやっていってほしいとは思うの

です。

それで、もう一つ、患者数の関係でお伺いしたいのが、令和３年度の患者数を見ていく

と、市外の患者さんたち、特に先ほどから私が言っている附属資料を見るとよく分かるの

ですが、滝川市、あるいは美唄市の外来、その辺のところが結構増えているのです、令和

３年度ですけれども。なぜこういう今状況になってきているのか不思議なのですけれども、

ここら辺はどう分析していけばいいでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 医事課長。

〇医事課長 倉島久徳君 患者数におきまして滝川市及び美唄市が増加しているというこ

とでありますが、こちらに関しましては、一部なのですけれども、コロナの感染症が流行

したときに発熱者の診療におきまして、他市ではある一定数になりますと診療制限をされ

ている状況にもありまして、当院におきましては発熱がある患者さんは一応全て受け入れ

る体制を取っておりましたので、この辺が一部他市の患者さんが当院に受診した理由にな

っているかと考えております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 このときもそうだったと思うのですけれども、新患で来られてというよ

りは紹介状を持ってということが多かったはずです。非常に砂川市立病院の場合は紹介率、

それから逆紹介率というのは結構低くて、本来であればうちみたいなセンター病院という

のはそこの比率が高いほうがよりいいのだろうと思うのですけれども、令和３年度に関し

てはどうだったのかをお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 地域医療連携課長。

〇地域医療連携課長 堀下直樹君 令和３年度の紹介率でいきますと、紹介患者数が６，
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９９４名となっておりまして、そのうち初診患者数が２万５，０８４名となっております。

紹介率に関しましては２７．９％となってございます。

〔「逆紹介は」との声あり〕

逆紹介率につきましては、患者数が８，６１４名、また初診患者数は２万５，０８４人

となっておりますので、逆紹介に関しては３４．３％となってございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 うちみたいなセンター病院、地域の医療を担っている病院としては理想

的な紹介率、逆紹介率というのは大体どの辺を見積もっていけばいいとお考えなのでしょ

うか。

〇委員長 辻 勲君 医事課長。

〇医事課長 倉島久徳君 地域のセンター病院として大都市等でセンター病院になってい

る病院は地域支援病院といいまして、民間の個人病院の先生方から紹介を受けて専門的な

治療を行うという形で、ある程度慢性的な治療におきましては一般の個人の開業医のクリ

ニックの先生にお願いして、精密検査、大きな手術等になると自院で行うという形で、地

域支援病院という枠組みがありまして、そちらでいきますと紹介率で４０％以上、逆紹介

率で７０％以上というのが基準となっております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 結局何を言いたいかというと、滝川市辺りは非常にクリニック、砂川市

内よりもはるかに、いわゆる滝川市立病院ではなくクリニックが多いまちです。そこが外

来、あるいは入院が増えてきているという状況が砂川市立病院にとってどうなのかと疑問

に感じるところなのです。特に今滝川に限って３６．３％逆紹介率を言われたわけではな

いのですけれども、ここのところはもう少し積極的に、滝川市、あるいは美唄市もそうだ

と思うのです。ある程度医療がしっかり整っているまちの患者さんは、救急だとか緊急の

場合はうちが診る、だけれどもある程度落ち着いたときにはしっかりと紹介をしてまた元

に戻っていただく、そこでうちの病院は地域センター病院の役割を十分果たしていくとい

うのが理想な形だと思うのですけれども、そういう方向性というのは今後、特に今滝川を

やり玉にしてしまったら何かなとは思いつつも、現状としては一番、先ほども言ったとお

りほかのクリニックさんも多いということも含めていえば、この辺をどう今後考えていく

のかというのをお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 当院と滝川市立病院というか、滝川市です。どういったす

み分けをするのがいいのかという問題になります。ここ２年ばかり会議は滞っているので

すけれども、地域医療構想調整会議というのがありました。それは、２０２５年に向けて

人口減少するこの地域の中でそれぞれの病院がどういった役割をするのか、役割分担して

どう連携するのか、そういったことを話し合う場であったのですけれども、このコロナで
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最近は開催されていないのですが、恐らく今年度はこの後開催されるのではないのかと今

思っているのですけれども、先ほど小黒委員から滝川の患者が増えている、それから美唄

も増えているというお話もありました。滝川は開業医の先生も多いと。我々としては外来

診療に係る患者負担というか、ドクターの負担を減らしたい。ですので、まずはかかりつ

け医にかかっていただいて、そこでさらに詳しい検査なりが必要であれば当院に紹介状を

持って来ていただくと、これが一番いい形にはなっているのですけれども、今のところ地

域住民の方々の考えというか、住民の皆さんの大病院志向というのはありますので、直接

来られる方が多い。ここをどう役割分担していくのかは、これは前から言われていること

なのですが、なかなか解決できていない。それは滝川の方もそうですし、美唄も今、美唄

はたしか市立病院が建て替え計画があって、この間美唄の方に聞いたのですけれども、美

唄消防の救急車は、６割は砂川、２割は美唄市内、２割は岩見沢に行っているという。救

急車で来れば、当然その後の受診は当院に来ますので、ではそこが今度美唄さんが新病院

になったときに、恐らく高度救急医療ということにはならないのかもしれないのですけれ

ども、回復期だったり、慢性期だったりということになりますから、そういった場合の美

唄との関係性をどうするのか。美唄さんが今度新しくなったときには、その数年後には恐

らく岩見沢市立さんと岩見沢労災病院さんが統合して新病院を建てていく。三笠さんも建

て替えるみたいな話もありますし、栗山赤十字病院とか、あそこも建て替えがあるようで

すので、南空知は今病院建設ラッシュがこれから始まっていくのだと思うのですけれども、

そのときにそれぞれの病院の方々がどういった医療を提供するのか、それと我々砂川市立

病院とどう連携が取れるのか、こういったことは今後考えていかなければいけないことな

のです。それと、加えてこの中空知圏においても芦別さん、赤平さん、歌志内さん、奈井

江さん、それぞれこの先どう考えているのか、そこら辺をきちんと皆さんと膝を突き合わ

せて協議するということが必要になっていくと、そう思っております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 それが我が砂川市立病院の多分生き延びていくことの大きなところだと

思うのです。

課長、滝川市からの逆紹介というのは今資料でお持ちなのですか。

〇委員長 辻 勲君 地域医療連携課長。

〇地域医療連携課長 堀下直樹君 まず、今委員さん逆紹介とおっしゃいましたけれども、

令和２年から令和３年にかけての紹介なのですけれども、比較いたしますと５７件の増加

になっています。実際全体の、令和２年から令和３年に全体で紹介数が増えたのが３８７

件ですので、１４％ほどの増加となっております。逆紹介に関しましては、これが少なく

なりまして１８件のマイナスとなっています。全体では５３０件増加はしているのですけ

れども、中空知全体でもマイナスになっていますので、他市、札幌だとか、そちらに逆紹

介でかけていっているのが多くなっている現状です。令和３年度はそうなっています。
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〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 最後にします。

局長の話も同じなのですけれども、つまり救急車で来られたら仕方がないと、うちは絶

対受け入れる病院ですから、受け入れます。だけれども、ある程度落ち着いていったとき

にどうするのかというのがいわゆる外来の待ち時間を縮小していくなり、そういうことに

つながっていくのだろうと思うわけです。結局は救急で来られた、あるいは紹介で来られ

た、その方々をどうやって地元に戻ってもらうのかというのがかなり重要だと私は思って

いるのですけれども、今の現状、令和３年度あたりだったらあまり増えていない状況が今

課長からお話をされました。これは地域連携室的にいって増やしていけるという形は取れ

るものなのかどうなのか。ぜひそうしてはもらいたいとは思うのですけれども、その辺の

お考えをお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 地域医療連携課長。

〇地域医療連携課長 堀下直樹君 実は令和２年度に、コロナが始まる前に前任の課長と

事業管理者とここ近辺の病院を回ろうと計画をしていて、そのときにいろいろかかりつけ

医だとか、そういうところを増やしていきましょうということで実際プロジェクトを組ん

でいたのですけれども、コロナが始まりまして全く回りに行くことができなかったと。私

になりまして、また行こうと思っているのですけれども、状況がまだこんな状態ですので、

なかなか外回りができないのですが、今回地域連携室の室長も替わったことですし、状況

が落ち着いたら文書を持って近隣の市町村というか、医療機関を回ってかかりつけ医をお

願いしつつ、逆紹介をどんどん増やしていきたいということで、あとみまもりんくだとか、

そら-ねっとだとかもやっていますので、そちらを活用しながら逆紹介につなげていきた

いと考えております。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１２号を採決します。

本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定しました。

◎散会宣告

〇委員長 辻 勲君 以上で本委員会に付託されました議案第７号から第１２号までの
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各会計決算の認定についての審査を終了しました。

これで決算審査特別委員会を散会します。

散会 午後 １時５８分
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委 員 長


